
様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 収納特定個人情報ファイル 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

財務部 収税課 

個人情報取扱事務名  市税収納業務、市税徴収業務 

利用目的 納税義務の適正な履行に資する 

記録項目 

１．賦課年度、２．課税年度３．税目コード、４．通知書番号、５．

事業年度開始日、６．申告区分、７．申告ＳＥＱ、８．調定キー予備、

９．自治体識別コード、１０．調定徴収区分、１１．宛名コード、１

２．車種コード、１３．標識番号、１４．標識番号Ｘ、１５．記号番

号、１６．都計有無区分、１７．共有者数、１８．事業年度終了日、

１９．申告年月日、２０．確定申告日、２１．更正決定通知日、２２．

国税申告基礎区分、２３．国税修正更正日、２４．徴収猶予の終期、

２５．指定納期限、２６．延長申告期限、２７．更正請求日、２８．

申告期限延長月数、２９．申告基準日、３０．低率日数、３１．低率

終了日、３２．除算期間開始日、３３．除算期間終了日、３４．法人

番号、３５．合併前自治体コード、３６．更新年月日、３７．更新時

分、３８．更新職員番号、３９．法人税割既納付差額、４０．均等割

既納付差額、４１．収納更正事由、４２．期別、４３．期別順番、４

４．法定納期限、４５．納通発行日、４６．課税課更正日、４７．課

税課更正事由、４８．所得税更正通知日、４９．調定年度、５０．本

税調定額、５１．延滞金調定額、５２．加算金調定額、５３．督促手

数料調定額、５４．更正予定調定額、５５．本税収入額、５６．延滞

金収入額、５７．加算金収入額、５８．督促手数料収入額、５９．本

税過誤納額、６０．延滞金過誤納額、６１．加算金過誤納額、６２．

督促手数料過誤納額、６３．合計過誤納額、６４．本税過誤納未整理、

６５．延滞金過誤納未整理、６６．加算金過誤納未整理、６７．督促



手数料過誤納未整理、６８．本税過誤納整理済、６９．延滞金過誤納

整理済、７０．加算金過誤納整理済、７１．督促手数料過誤納整理済、

７２．不足納延滞金調定額、７３．国保一般分調定額、７４．国保退

職分調定額、７５．介護一般分調定額、７６．介護退職分調定額、７

７．支援金一般分調定額、７８．支援金退職分調定額、７９．介護一

般分収入額、８０．介護退職分収入額、８１．法人税割調定額、８２．

法人税均等割調定額、８３．法人税割収入額、８４．法人税均等割収

入額、８５．加算金区分、８６．諸税調定額１、８７．諸税調定額２、

８８．諸税調定額３、８９．諸税収入額１、９０．諸税収入額２、９

１．諸税収入額３、９２．前納報奨金、９３．口座振替停止事由、９

４．口座振替停止日、９５．督促フラグ、９６．督促状発行日、９７．

不納欠損フラグ、９８．不納欠損年月日、９９．欠損額、１００．調

定異動、１０１．繰上徴収フラグ、１０２．納付委託フラグ、１０３．

分割納付フラグ、１０４．徴収猶予フラグ、１０５．延滞金減免フラ

グ、１０６．執行停止フラグ、１０７．差押フラグ、１０８．参加差

押フラグ、１０９．交付要求フラグ、１１０．換価猶予フラグ、１１

１．時効中断フラグ、１１２．延滞金繰越フラグ、１１３．納税組合

コード、１１４．督促公示日、１１５．ＣＶＳ再発行回数、１１６．

時効年月日、１１７．延督納付書発行フラグ、１１８．不納欠損事由、

１１９．法人税割過誤納額、１２０．法人税割過誤納未整理、１２１．

法人税割過誤納整理済、１２２．法人税均等割過誤納額、１２３．法

人税均等割過誤納未整理、１２４．法人税均等割過誤納整理済、１２

５．収納履歴連番、１２６．分納連番、１２７．還付充当組替区分、

１２８．出納区分、１２９．消込作成日、１３０．束番号本、１３１．

束番号枝、１３２．支払日、１３３．医療一般収入額、１３４．医療

退職収入額、１３５．介護一般収入額、１３６．介護退職収入額、１

３７．税割額収入額、１３８．均等割額収入額、１３９．領収日、１

４０．収入日、１４１．納付区分、１４２．還付先宛名コード、１４

３．銀行コード、１４４．支店コード、１４５．充当元先過誤税目、

１４６．充当元先過誤年度、１４７．充当元先過誤一連番号、１４８．



充当元先整理票内訳連番、１４９．充当元先処分履歴連番、１５０．

充当元先賦課年度、１５１．充当元先課税年度、１５２．充当元先税

目コード、１５３．充当元先通知書番号、１５４．充当元先事業年度

開始日、１５５．充当元先申告区分、１５６．充当元先申告ＳＥＱ、

１５７．充当元先調定キー予備、１５８．充当元先自治体識別コード、

１５９．充当元先期別、１６０．充当元先期別順番、１６１．帳票Ｉ

Ｄ、１６２．年金保険者コード、１６３．過誤税目、１６４．過誤年

度、１６５．過誤一連番号、１６６．過誤納発生事由、１６７．過誤

納発生日、１６８．発生年度、１６９．最新収入日、１７０．申告税

更正請求日、１７１．整理済日、１７２．整理済時刻、１７３．自動

還付フラグ、１７４．還付有無フラグ、１７５．充当有無フラグ、１

７６．組替有無フラグ、１７７．特徴組替入力区分、１７８．還付加

算金計算方法、１７９．還付加算金計算始期、１８０．還付加算金計

算終期、１８１．還付加算金除算日数未使用、１８２．除算期間開始、

１８３．除算期間終了、１８４．還付方法、１８５．還付停止日、１

８６．還付停止事由、１８７．処分決議日、１８８．還付支払日、１

８９．還付加算金計算額合計、１９０．還付加算金還付額合計、１９

１．還付加算金充当額合計、１９２．還付口座銀行コード、１９３．

還付口座支店コード、１９４．還付口座種別、１９５．還付口座番号、

１９６．還付口座名義人、１９７．通知書出力フラグ、１９８．オン

ライン処理フラグ、１９９．誤謬フラグ、２００．還付加算金除算日

数４桁、２０１．通知書発行日、２０２．振込依頼書再通知日、２０

３．特徴還付入力更新区分、２０４．同一税目充当候補－本税、２０

５．同一税目充当候補－延滞金、２０６．同一税目充当候補－督促手

数料、２０７．他税目充当候補－本税、２０８．他税目充当候補－延

滞金、２０９．他税目充当候補－督促手数料、２１０．関連過誤税目

１、２１１．関連過誤年度１、２１２．関連過誤一連番号１、２１３．

関連過誤税目２、２１４．関連過誤年度２、２１５．関連過誤一連番

号２、２１６．還付請求日、２１７．還付支払予定日、２１８．還付

支払通知日、２１９．還付決議時口座有無、２２０．整理票内訳連番、



２２１．発生本税調定額、２２２．発生延滞金調定額、２２３．発生

加算金調定額、２２４．発生督促手数料調定額、２２５．発生本税収

入額、２２６．発生延滞金収入額、２２７．発生加算金収入額、２２

８．発生督促手数料収入額、２２９．本税還付額、２３０．延滞金還

付額、２３１．加算金還付額、２３２．督促手数料還付額、２３３．

本税充当組替額、２３４．延滞金充当組替額、２３５．加算金充当組

替額、２３６．督促手数料充当組替額、２３７．歳入歳出混在区分、

２３８．発生法人税割調定額、２３９．発生法人税割収入額、２４０．

法人税割還付額、２４１．法人税割充当組替額、２４２．発生法人税

均等割調定額、２４３．発生法人税均等割収入額、２４４．法人税均

等割還付額、２４５．法人税均等割充当組替額、２４６．過誤税目、

２４７．過誤年度、２４８．過誤一連番号、２４９．処分履歴連番、

２５０．還充組本税、２５１．還充組延滞金、２５２．還充組加算金、

２５３．還充組督促手数料、２５４．還充組還付加算金、２５５．歳

入歳出年度、２５６．歳入歳出区分、２５７．還付決議日、２５８．

還付加算金計算日数未使用、２５９．還付加算金計算額、２６０．充

組元収納履歴連番、２６１．充組先賦課年度、２６２．充組先課税年

度、２６３．充組先税目コード、２６４．充組先通知書番号、２６５．

充組先事業年度開始日、２６６．充組先申告区分、２６７．充組先申

告ＳＥＱ、２６８．充組先調定キー予備、２６９．充組先自治体識別

コード、２７０．充組先期別、２７１．充組先収納履歴連番、２７２．

充組先期別順番、２７３．充組先本税、２７４．充組先延滞金、２７

５．充組先加算金、２７６．充組先督促手数料、２７７．充組先宛名

コード、２７８．充当決議日、２７９．充当適状日、２８０．充当先

納期限、２８１．還付加算金計算日数４桁、２８２．還充組法人税割、

２８３．充組先法人税割、２８４．還充組法人税均等割、２８５．充

組先法人税均等割、２８６．繰越年度、２８７．繰越年月日、２８８．

現滞区分、２８９．決算繰越調定本税、２９０．決算繰越不足納調定

延滞金、２９１．決算繰越調定延滞金、２９２．決算繰越調定加算金、

２９３．決算繰越調定督促手数料、２９４．決算繰越調定欠損額、２



９５．最新繰越調定本税、２９６．最新繰越不足納調定延滞金、２９

７．最新繰越調定延滞金、２９８．最新繰越調定加算金、２９９．最

新繰越調定督促手数料、３００．不納欠損予定フラグ、３０１．決算

繰越調定法人税割、３０２．最新繰越調定法人税割、３０３．決算繰

越調定法人税均等割、３０４．最新繰越調定法人税均等割、３０５．

決算時調定本税、３０６．決算時調定法人税割、３０７．決算時調定

法人税均等割、３０８．督促公示区分、３０９．催告種別、３１０．

返戻日、３１１．返戻事由、３１２．調査結果、３１３．公示送達日、

３１４．公示送達事由、３１５．判明日、３１６．判明事由、３１７．

発行種別、３１８．発行日、３１９．指定期日、３２０．停止日、３

２１．停止事由、３２２．解除日、３２３．本税督促額、３２４．延

滞金督促額、３２５．加算金督促額、３２６．督促手数料督促額、３

２７．督促発行番号税目、３２８．督促発行番号日付、３２９．督促

発行番号連番、３３０．処分種別、３３１．処分年度、３３２．連番、

３３３．処分連携区分、３３４．処分状態、３３５．処分開始日、３

３６．処分終了日、３３７．猶予開始日、３３８．猶予終了日、３３

９．減免率、３４０．変更納期限、３４１．調定日、３４２．納期限、

３４３．本税繰越額、３４４．督促手数料繰越額、３４５．延滞金繰

越額、３４６．加算金繰越額、３４７．更正回数、３４８．更正年月

日、３４９．更正事由コード、３５０．督促発行日、３５１．申告の

基礎日、３５２．申告の基礎区分、３５３．保険証番号、３５４．医

療－一般、３５５．医療－退職、３５６．介護－一般、３５７．介護

－退職、３５８．受領済フラグ、３５９．受領済タイムスタンプ日付、

３６０．受領済タイムスタンプ時刻、３６１．発行システムＩＤ、３

６２．発行年度、３６３．発行連番、３６４．受信種別、３６５．支

払金額合計、３６６．本税出力有無、３６７．本税納付額、３６８．

延滞金出力有無、３６９．延滞金納付額、３７０．加算金出力有無、

３７１．加算金納付額、３７２．督促手数料出力有無、３７３．督促

手数料納付額、 

 



３７４．前納報奨金出力有無、３７５．前納報奨金額、３７６．納付

書発行日、３７７．コンビニ有効期限、３７８．ＭＰＮ有効期限、３

７９．コンビニ収納機関番号、３８０．ＭＰＮ収納機関番号、３８１．

納付番号、３８２．確認番号、３８３．ＭＰＮ納付区分、３８４．Ｏ

ＣＲ情報１、３８５．ＯＣＲ情報２、３８６．バーコード情報、３８

７．収納日付、３８８．収納時間、３８９．支払予定日、３９０．コ

ンビニ名称、３９１．収納店舗コード、３９２．ＭＰＮ納付方法、３

９３．経理処理日１、３９４．経理処理日２、３９５．速報消除区分、

３９６．時効判定フラグ、３９７．時効予定日、３９８．催告発行コ

ード、３９９．催告発行年度、４００．催告発行連番、４０１．催告

発行日、４０２．催告発行種別、４０３．催告引抜フラグ、４０４．

更正順番、４０５．更正事由、４０６．期別１、４０７．期別順番１、

４０８．期別税額１、４０９．期別２、４１０．期別順番２、４１１．

期別税額２、４１２．期別３、４１３．期別順番３、４１４．期別税

額３、４１５．期別４、４１６．期別順番４、４１７．期別税額４、

４１８．期別５、４１９．期別順番５、４２０．期別税額５、４２１．

期別６、４２２．期別順番６、４２３．期別税額６、４２４．期別７、

４２５．期別順番７、４２６．期別税額７、４２７．期別８、４２８．

期別順番８、４２９．期別税額８、４３０．期別９、４３１．期別順

番９、４３２．期別税額９、４３３．期別１０、４３４．期別順番１

０、４３５．期別税額１０、４３６．期別１１、４３７．期別順番１

１、４３８．期別税額１１、４３９．期別１２、４４０．期別順番１

２、４４１．期別税額１２、４４２．送信フラグ、４４３．送信結果、

４４４．受信状態、４４５．ヤフー送信フラグ、４４６．ヤフー受信

状態、４４７．ＱＲ作業種別、４４８．ＱＲ発行システムＩＤ、４４

９．ＱＲ帳票ＩＤ、４５０．ＱＲ項目予備、４５１．課税対象者宛名

コード、４５２．事業所コード、４５３．事業所名漢字、４５４．科

目コード、４５５．市町村コード、４５６．支所コード１、４５７．

支所コード２、４５８．異動担当者、４５９．振替請求種別、４６０．

緊急依頼区分、４６１．振替日、４６２．振替請求連番、４６３．前



納区分、４６４．ヘッダ部－種別コード、４６５．ヘッダ部－コード

区分、４６６．ヘッダ部－委託者コード、４６７．ヘッダ部－委託者

名、４６８．ヘッダ部－引落月、４６９．ヘッダ部－引落日、４７０．

ヘッダ部－取引銀行コード、４７１．ヘッダ部－取引銀行名、４７２．

ヘッダ部－取引支店コード、４７３．ヘッダ部－取引支店名、４７４．

ヘッダ部－委託者預金種目、４７５．ヘッダ部－委託者口座番号、４

７６．ヘッダ部－郵便局振替口座番号、４７７．ヘッダ部－予備、４

７８．データ部－引落銀行コード、４７９．データ部－引落銀行名、

４８０．データ部－引落支店コード、４８１．データ部－引落支店名、

４８２．データ部－預金種目、４８３．データ部－口座番号、４８４．

データ部－預金者名、４８５．データ部－引落金額、４８６．データ

部－新規コード、４８７．データ部－顧客番号、４８８．データ部－

振替結果コード、４８９．データ部－予備、４９０．振替状況区分、

４９１．再振替済区分、４９２．緊急停止フラグ、４９３．口座振替

済通知書発行日、４９４．口座振替不能通知書発行日 

記録範囲 納税義務者 

収集方法 
本人又は本人の代理人、他部署（市民窓口課、市民税課、資産税課、

長寿介護課、保険年金課、生活福祉課、障がい福祉課）、デジタル庁 

要配慮個人情報の有無 ■ 有  ・  □ 無 

記録情報の経常的提供先 

－ 

－ 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
－ 



個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 － 

 



様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 滞納管理特定個人情報ファイル 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

財務部 収税課 

個人情報取扱事務名  市税徴収業務、市税収納業務 

利用目的 納税義務の適正な履行に資する 

記録項目 

ア）住所氏名情報 

１．個人番号、２．宛名コード、３．住所情報、４．氏名、５．性別、

６．生年月日、７．連絡先情報、８．送付先情報、９．世帯情報、１

０．続柄、１１．税等の振替口座情報、１２．新旧宛名（同一人）情

報、１３．実態調査に基づく戸籍情報 

 

イ）賦課、収納情報 

１．賦課年度・通知書番号単位の賦課調定情報、２．期別単位の賦課

調定情報、３．督促発行情報、４．軽自動車標識番号、５．本税調定

額、６．督促手数料調定額、７．延滞金調定額、８．本税収納額、９．

督促手数料収納額、１０．延滞金収納額、１１．滞納額情報 

 

エ）調定情報にかかる付加情報 

１．時効予定情報、２．欠損情報、３．処分情報有無 

 

オ）滞納処分情報 

１．分割納付情報、２．納付委託情報、３．猶予情報、４．延滞金減

免情報、５．差押情報、６．交付要求情報、７．参加差押情報、８．

処分停止情報、９．時効中断情報、１０．捜索情報、１１．承継情報 

 

カ）調査情報 



１．電話加入権情報、２．不動産情報、３．預貯金口座情報、４．保

険契約情報、５．給与情報、６．年金情報、７．自動車情報、８．動

産情報、９．その他債権情報 

 

キ）経過記録情報 

１．交渉記録情報、２．催告発行記録情報、３．実態調査記録情報、

４．処分記録情報、５．電話応答情報、６．臨戸訪問記録情報、７．

予定情報 

記録範囲 市税滞納者、第二次納税義務者、納税保証人、連帯納税義務者 

収集方法 
本人又は本人の代理人、他部署（保険年金課）、他市町村、金融機関、

保険会社 

要配慮個人情報の有無 ■ 有  ・  □ 無 

記録情報の経常的提供先 
－ 

－ 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 － 

 



様式第５号（第６条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特別定額給付金申請書照会ファイル 

市の機関名  

及び所管部課名 

橿原市長 

財務部 収税課 

個人情報取扱事務名  特別定額給付金支給業務 

利用目的  特別定額給付金を支給するため 

記録項目 

１．世帯番号、２．申請書番号３．カナ氏名、４．氏名、５．生年月

日、６．基準日住所、７．基準日方書、８．続柄、９．ＤＶ・施設、

１０．辞退等、１１．給付額、１２．受付区分、１３．給付総額、１

４．給付方法、１５．代理、１６．振込日、１７．金融機関名、１８．

ＣＤ、１９．支店名、２０．ＣＤ、２１．口座番号、２２．口座名義、

２３．備考、２４．訪問番号、２５．訪問月日、２６．訪問状況、２

７．訪問対応者、２８．備考 

※郵便返戻者、特別定額給付金未提出者について「収集方法」に記載

した取得先から情報を収集し、「２３．備考、２８．備考」 に記載。

訪問対応にする判断に利用。 

「２３．備考、２８．備考」の内容：１．親族関係、２．婚姻の有無、

３．家族状況、４．居住状況、５．介助状況、６．障がいの有無、７．

治療の内容、８．公的扶助受給、１０．発送先 

記録範囲  令和２年４月２７日付の住民基本台帳登録者 

収集方法 

本人又は本人の代理人、他部署（市民窓口課、長寿介護課、収集業務

課、障がい福祉課、生活福祉課、こども未来課、経営総務課、収税課、

市民税課、資産税課） 

要配慮個人情報の有無 ■ 有  ・  □ 無 

記録情報の経常的提供先 
－ 

－ 



開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

橿原市 総務部 市民窓口課 情報公開室 

〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電子計算機処理ファイル） □法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当する

ファイルの有無  

 ■有 ・ □無 

備   考 － 

 


